
和
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書
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九
年
七
月
十
四
日
同 

 
 

第
三
号 

  

和
漢
書
、
洋
書
扱
い
の
区
分
に
関
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
三
十

八
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

図
書
館
資
料
（
音
楽
資
料
及
び
憲
政
資
料
並
び
に
科
学
技
術
関
係
資
料
の
う

ち
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
、
マ
イ
ク
ロ
カ
ー
ド
、
マ
イ
ク
ロ
プ
リ
ン
ト
、
マ
イ
ク

ロ
シ
ー
ト
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
ミ
メ
オ
グ
ラ
フ
等
を
除
く
。
以
下
「
資

料
」
と
い
う
。
）
の
和
漢
書
、
洋
書
扱
い
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に

よ
る
。 

１ 

本
文
が
日
本
語
、
中
国
語
又
は
朝
鮮
語
か
ら
な
る
資
料
は
、
和
漢
書
扱
い

と
す
る
。 

２ 

本
文
が
日
本
語
、
中
国
語
及
び
朝
鮮
語
以
外
の
言
語
か
ら
な
る
資
料
は
、

洋
書
扱
い
と
す
る
。 

３ 

本
文
の
ほ
か
に
、
語
句
の
注
釈
等
を
付
し
て
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
注

釈
の
部
分
を
無
視
し
、
本
文
の
言
語
に
よ
つ
て
扱
い
を
決
め
る
。
た
だ
し
、

本
文
よ
り
解
説
又
は
注
釈
が
主
体
で
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
解
説
又

は
注
釈
の
言
語
に
よ
つ
て
扱
い
を
決
め
る
。 

４ 

本
文
が
二
言
語
以
上
の
言
語
か
ら
な
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
語
の

一
つ
が
日
本
語
、
中
国
語
及
び
朝
鮮
語
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
き
は
、
和
漢

書
扱
い
と
す
る
。 

５ 

資
料
の
う
ち
対
日
本
語
、
対
中
国
語
及
び
対
朝
鮮
語
の
辞
典
類
は
、
す
べ

て
和
漢
書
扱
い
と
す
る
。 

６ 

資
料
の
う
ち
抄
録
類
は
抄
録
の
言
語
に
よ
つ
て
扱
い
を
決
め
る
。 

７ 

資
料
の
う
ち
図
書
目
録
類
は
、
日
本
、
中
国
及
び
朝
鮮
に
お
い
て
出
版
さ

れ
た
も
の
は
、
和
漢
書
扱
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
録
文
献
が
日
本
語
、
中

国
語
及
び
朝
鮮
語
以
外
の
言
語
の
み
か
ら
な
る
と
き
は
、
洋
書
扱
い
と
す
る
。 

８ 

資
料
の
う
ち
論
文
集
、
〔
紀
要
〕
類
で
、
日
本
、
中
国
及
び
朝
鮮
に
お
い

て
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
和
漢
書
扱
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
書
名
及
び
論
文

が
日
本
語
、
中
国
語
及
び
朝
鮮
語
以
外
の
言
語
の
み
か
ら
な
る
と
き
は
、
洋

書
扱
い
と
す
る
。 

９ 

前
項
た
だ
し
書
中
書
名
が
日
本
語
、
中
国
語
及
び
朝
鮮
語
以
外
の
言
語
の

み
か
ら
な
る
場
合
で
あ
つ
て
、
奥
付
等
に
日
本
語
の
書
名
が
付
さ
れ
て
い
る

と
き
も
、
洋
書
扱
い
と
す
る
。 

10 

資
料
の
う
ち
絵
画
、
写
真
集
、
統
計
、
数
表
、
図
表
類
で
、
日
本
、
中

国
及
び
朝
鮮
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
和
漢
書
扱
い
と
す
る
。
た
だ

し
、
書
名
、
説
明
語
等
が
日
本
語
、
中
国
語
及
び
朝
鮮
語
以
外
の
言
語
の
み

か
ら
な
る
と
き
は
、
洋
書
扱
い
と
す
る
。 

11 

資
料
の
う
ち
複
製
本
又
は
複
刻
本
に
つ
い
て
は
、
原
本
の
扱
い
に
準
ず

る
。 

12 

資
料
の
う
ち
楽
譜
は
、
す
べ
て
和
漢
書
扱
い
と
す
る
。 

13 

日
本
語
に
は
、
ロ
ー
マ
字
表
記
の
も
の
を
含
む
。 



14 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
書
名
が
一
言
語
の
み
か
ら
な
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
言
語
に
よ
つ
て
扱
い
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
改
正
文
（
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
七
日
館
長
決
定
第
三
号
）
抄 

 

昭
和
四
十
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
九
年
七
月
十
四
日
館
長
決
定
第
三
号
）
抄 

１ 

本
件
は
、
平
成
九
年
七
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


